
新潟県における処遇改善等加算（区分３）に係る研修取扱要領 

（保育所及び地域型保育事業所） 

 

１ 処遇改善等加算（区分３）の研修修了要件に該当する研修 

  次の(１)～(３)の研修で、「３ 該当する研修の個別事項」に適合する研修とする。 

(１) 保育士等キャリアアップ研修 

(２) 旧免許状更新講習及び免許法認定講習 

(３) 保育所等における園内研修 

 

２ 対象者及び修了すべき研修分野 

  保育所及び地域型保育事業所（以下、「保育所等」という。）における処遇改善等加算

（区分３）の研修修了要件として、修了すべき研修分野及び対象者は下表のとおり。 

保
育
士
等
キ
ャ
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ア
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ッ
プ
研
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研修分野 
対象職員(※１) 

副主任保育士 専門リーダー 職務分野別リーダー 

専
門
分
野
別
研
修 

乳児保育 

専門分野別研修

のうち３以上の

研修分野 

専門分野別研修

のうち４以上の

研修分野 

職務分野別リー

ダーとして担当

する職務分野に

対応する分野を

含む 1 以上の研

修分野 

幼児教育 

障害児保育 

食育・アレルギー対応 

保健衛生・安全対策 

保護者支援・子育て支援 

マネジメント研修 必須 
R1年度以前に修了した場合：○※２ 

R2年度以後に修了した場合：× 

保育実践研修 
R1年度以前に修了した場合：○※２ 

R2年度以後に修了した場合：× 

※１ 各対象職員については処遇改善等加算通知の第２の３(1)ⅰ及びⅱによる。また、 

処遇改善等加算通知第２の３(1)ⅲの「別に定める研修」は副主任保育士又は専門リ 

ーダーが修了すべき研修とする。 

※２ 専門分野別研修として扱う。 

 

３ 該当する研修の個別事項 

(１) 保育士等キャリアアップ研修 

ア 「保育士等キャリアアップ研修の実施について」(平成 29年４月１日付け雇児保発

0401 第１号)別紙「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」(以下、「ガイドライ

ン」という。)に沿って、都道府県又は都道府県知事が指定する機関が実施する研修を

いう。 

なお、県が指定する機関は県こども家庭課のホームページに掲載する。 
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イ 新潟県以外の都道府県や新潟県以外の都道府県が指定した機関が実施する研修を

修了した場合も、研修修了要件に該当する研修とする。 

(２) 旧免許状更新講習及び免許法認定講習 

ア 旧免許状更新講習とは、教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法

律(令和４年法律第 40 号)の一部施行(令和４年７月 1 日)より前に実施された幼稚園

教諭免許状に係る免許状更新講習をいう。 

イ 旧免許状更新講習及び免許法認定講習のうち、別表「分野別リーダー研修の内容」

の各分野(「マネジメント」及び「保育実践」は除く。※３)の「ねらい」及び「内容」

を満たし、かつ、それらを複数組み合わせて１つの分野の修了時間が計 15時間以上に

達した場合には、当該研修分野に係る専門分野別研修を修了したものとみなす。 

 ※３ 令和元年度までに受講した「マネジメント」及び「保育実践」分野の講習に

限って、専門分野別研修を修了したものとみなす。 

ウ 受講した旧免許状更新講習又は免許法認定講習がマネジメント分野の「ねらい」及

び「内容」を満たすものであったとしても、副主任保育士が受講すべきマネジメント

研修とみなすことはできない。 

 

(３) 保育所等における園内研修 

ア 保育所等が企画・実施する園内研修については、保育所等における園内研修を行う

施設・事業者からの申請に基づき、県が内容及び研修時間について要件を満たしてい

ることを認定した場合は、対応する研修分野の研修に関して 1分野最大４時間の研修

時間が短縮されるものとする。 

認定要件や認定手続等は別紙１別添１「保育所等における園内研修について」に定

めるとおりとする。 

イ 研修実施前に県から認定を受けた研修に限って、アの取扱いを認める。 

 

４ 研修修了要件の確認方法 

 処遇改善等加算（区分３）を申請する保育所等は、施設長が別紙 1 様式第１号「研修受

講歴証明書(保育所及び地域型保育事業所）」及び別紙１様式第２号「研修受講状況一覧表

(保育所及び地域型保育事業所）」を作成し、処遇改善等加算（区分３）の申請書類に添付

の上、提出することとする。 

施設長は研修受講歴証明書を作成するにあたり、対象職員から次の(１)～(４)の書類の

写し(以下、「受講状況確認書類」という。)を徴し、各対象職員の研修の受講状況を確認

すること。また、市町村又は県が必要に応じて、受講状況確認書類の提出を求めることが

あるので、保育所等は処遇改善等加算（Ⅱ及び区分３）の実績報告後５年間は、対象職員

ごとに受講状況確認書類を整理して、保管しておかなければならない。 

なお、受講状況確認書類の原本は対象職員自身が管理・保管すること。 

 

(１) 保育士等キャリアアップ研修 



受講状況確認書類 分野 時間数 

保育士等キャリアアップ研修修了証 記載の研修種別 15時間 

 

(２) 旧免許状更新講習 

受講状況確認書類 分野 時間数 

大学等が発行する免許状更新講習修了

（履修）証明書 

施設長が別表の「ねら

い」及び「内容」を満た

していることを確認し

た分野 

15時間※４ 

※４ 同一分野を 15時間以上修了している場合に限る。 

なお、分野・時間数が確認できない場合は、併せて研修要領やシラバス等の受

講時間数(休憩時間を除く)及び受講内容が確認できる書類の提出を求める場合が

ある。 

 

(３) 免許法認定講習 

受講状況確認書類 分野 時間数 

大学等が発行する「学力に関する証明書」 施設長が別表の「ねら

い」及び「内容」を満

たしていることを確

認した分野 

15 時間×取得

単位数 

 

(４) 保育所等における園内研修 

受講状況確認書類 分野 時間数 

保育所等の園内研修修了証 記載の研修分野 記載の時間数※５ 

※５ 記載の時間数の合計が 1分野あたり４時間を超える場合は４時間と読み替える。 

 

５ 幼稚園又は認定こども園に勤務していた者が、保育所又は地域型保育事業所に勤務す

ることになり、１に定める研修を受講していない場合の取扱いについて 

(1) 別紙２「新潟県における処遇改善等加算（区分３）に係る研修取扱要領（幼稚園及

び認定こども園(全類型)）」のとおり取り扱うものとする。その際、次の表の左欄に掲

げる項目中の同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。 

２ 対象者及び修了すべき研修時間 
幼稚園等 保育所等 
中核リーダー 副主任保育士 
若手リーダー 職務分野別リーダー 

４ 研修修了要件の確認方法（（２）を除く） 

幼稚園等 保育所等 
５ マネジメント分野の研修の確認方法 

６ 研修受講状況の確認に係る市町における

検査について 



(2) (1)の取扱いをする場合については、別紙１様式第３号「研修受講計画表」を作成

し、処遇改善等加算（区分３）の申請書類に添付の上、提出することとする。 

また、当該職員が幼稚園又は認定こども園で勤務していたことが分かる在職証明書

を添付することとする。 

 

６ その他 

(1)  確認が不十分なままに研修受講歴を証明した場合や虚偽又は不正な手段により研修

受講歴を証明した場合には、支給された加算額の全部又は一部について、設置者・事業

者に返還措置を講じるように求める場合がある。  

(2)  この要領に定めのない事項については、国通知、処遇改善等加算通知、国が作成す

る FAQ等によるところとする。また、この要領は国通知等の改正により、変更になる可

能性がある。  

(3)  研修修了要件を満たした後も、教育・保育の質を高めるための知識・技術の向上さ

せるために研修を定期的に受講することが望ましい。  

 

 

附 則 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、令和７年 12月 15日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 
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出典：「保育士等キャリアアップ研修の実施について」(平成 29年４月１日付け雇児保発 0401第１号厚

生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)別紙「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」

別添１ 


